
１

２

３

４

※６月は二輪車交通事故防止強化月間です。
二輪車の特性を理解し、安全運転に努めま
しょう。また、高齢者が関係する交通事故が多
発しています。運転に不安を感じたら＃８０８０
（安全運転相談窓口）に相談しましょう。-1 9

特殊詐欺発生状況（令和８年５月末）

事件の発生状況等(令和８年５月末）

件数 死者 負傷者

戸部警察署
生活安全課～　安全・安心なまちづくりの推進　～

区連会資料			
			

西区の事件・事故概況

刑法犯認知件数
※暫定値

令和８年中  609件
令和７年中  606件
前年同期比   　３件

刑法犯検挙件数

 令和８年中 314件
 令和７年中 245件
 前年同期比  69件

　

自転車の交通違反を認知した際は、
基本的には現場で指導警告を行い
ますが、危険性・迷惑性が高い悪
質・危険な違反であったときは検挙
を行います。
※16歳以上が対象です
※運転免許の有無は関係ありません

発生状況
※暫定値

 令和８年  ６件
 令和７年 17件

 前年同期比－11件

被害金額

令和８年 約2,800万円
令和７年 約5,100万円
　（約2,300万円減少）

交通事故発生状況（令和８年５月末）

自転車も青切符が適用されます

令和８年 102 0 124
令和７年 102 1 115

増減 0

５ 今月のトピックス
最近、「＋」で始まる国際電話番号を使用した特殊詐欺や、ＳＮＳ等で警察を騙り、

送金を要求するニセ警察詐欺が多く発生しており、こうした詐欺電話は、自宅の固定

電話だけでなく、携帯電話にもかかってきています。

今すぐ対策をし、被害に遭わないようにしましょう。

認知件数 前年同期比

傷害 33 17
詐欺 58 15

車上ねらい 22 12

○増加した主な犯罪

○減少した主な犯罪

認知件数 前年同期比

万引き 169 -16
性的姿態撮影等処罰法 33 -14

自転車盗 38 -８

ダウンロードはこちら

警察庁・ＳＯＳ４７
特殊詐欺対策ページ

犯人からのだましの電話は携帯電話にもかかってきます！
今すぐ、二次元コードを読み込んで対策を！

自宅の固定電話はこちら！



※

御所山町 0 0 0 0 0 1 -1 0.0%
桜 木 町 1 1 0 1 1 2 2 1 4 3 1 133.3%
戸 部 町 0 0 1 1 1 1 2 -1 50.0%
戸部本町 1 1 2 0 1 5 1 2 9 9 8 2 8 29 23 6 126.1%
花 咲 町 0 0 1 1 1 1 2 0 2 --
宮 崎 町 1 1 0 0 0 1 1 0 100.0%
紅葉ヶ丘 0 0 1 1 1 1 2 4 3 1 133.3%

計 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 2 2 5 0 1 0 4 14 14 11 2 10 41 33 8 124.2%
中　　央 1 1 1 2 0 1 1 2 3 4 2 13 13 1 17 21 -4 81.0%
西戸部町 0 0 1 1 1 1 5 -4 20.0%
西 前 町 0 1 1 3 3 4 4 1 3 400.0%

計 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 3 0 0 7 3 17 18 1 0 0 22 27 -5 81.5%
久 保 町 0 0 1 1 1 3 6 6 3 9 11 -2 81.8% 1
浜 松 町 1 1 0 2 2 2 3 8 -5 37.5%
東久保町 1 1 0 1 1 1 1 3 6 -3 50.0%
藤 棚 町 2 2 0 1 2 2 5 5 1 8 10 -2 80.0%
元久保町 0 0 0 0 1 2 3 1 2 300.0% 1

計 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 1 5 14 14 6 0 2 26 36 -10 72.2%
赤 門 町 0 0 1 1 1 1 0 1 --
東 ヶ 丘 0 0 0 0 0 0 0 --
伊 勢 町 0 0 1 1 1 1 2 1 1 200.0%
老 松 町 0 0 1 2 1 4 4 2 6 0 6 --
霞 ヶ 丘 1 1 0 1 1 1 2 4 -2 50.0%
境 之 谷 0 1 1 1 1 2 2 4 -2 50.0%
西戸部町 1 1 0 3 3 3 4 5 -1 80.0%

計 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 2 11 12 0 0 3 17 14 3 121.4%
岡　　野 1 1 1 1 2 4 3 9 10 3 14 15 -1 93.3%
北　　幸 4 2 2 4 0 1 3 2 3 10 19 19 4 1 7 39 57 -18 68.4% 2
高　　島 15 9 24 0 8 1 1 48 18 76 76 4 1 17 122 116 6 105.2%
西平沼町 1 1 0 1 1 1 2 2 6 4 2 150.0%
平　　沼 1 1 0 1 1 1 3 6 6 1 4 12 7 5 171.4%
南　　幸 7 10 11 2 23 2 2 3 11 2 14 71 25 126 128 9 4 31 202 199 3 101.5%

計 11 27 25 2 54 0 0 3 3 0 4 25 3 0 18 127 60 237 240 20 6 64 395 398 -3 99.2%

北軽井沢 0 0 1 1 1 1 2 -1 50.0%
楠　　町 0 0 1 1 1 3 3 3 1 7 3 4 233.3%
浅 間 台 0 0 1 1 2 2 2 5 -3 40.0%
浅 間 町 1 1 1 1 4 8 12 13 1 15 12 3 125.0% 1
南軽井沢 0 0 1 1 1 1 1 0 100.0%
南浅間町 0 0 1 1 2 2 2 4 3 1 133.3%
宮 ヶ 谷 0 0 0 0 3 3 3 0 100.0% 1

計 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 2 0 0 0 11 21 22 9 0 1 33 29 4 113.8%
みなとみらい
地区

みなとみらい 5 1 4 10 0 2 34 12 48 48 11 1 5 75 69 6 108.7%

西 区 全 体 12 38 33 6 77 2 0 4 6 3 10 38 22 0 23 169 97 362 368 58 9 85 609 606 3 100.5% 6

前 年 同 期 10 29 16 4 49 0 0 10 10 8 14 46 10 0 20 185 108 391 401 43 5 98 606 17

増 減 2 9 17 2 28 2 0 -6 -4 -5 -4 -8 12 0 3 -16 -11 -29 -33 15 4 -13 3 -11
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　R8.1.1～ R8.5.31

令和８年 令和７年 増△減 令和８年 令和７年 増△減

12 9 3 4,154 4,382 △228

建 物 火 災 11 7 4 急      病 2,840 3,065 △225

車 両 火 災 1 △1 交通事故 112 107 5

船 舶 火 災 一般負傷 844 868 △24

林 野 火 災 そ  の  他 358 342 16

その他の火災 1 1

168 22 146

1 1 令和８年 令和７年 増△減

2 2 1 △ 1

電気機器 3 2 1 2 2

配線器具 2 1 1 3 △ 3

ストーブ 1 1 4 4

放火（疑い含む） 1 1 4 2 2

電灯・電話等の配線 1 1 1 △ 1

2 2

 

【1か月間の火災状況 （５月１日～５月31日）】

負傷者

第２地区

第３地区

第４地区

主
な
原
因 第五地区

第六地区

みなとみらい地域

※速報値ですので、確定したものではありません。

第一地区

火 災 件 数 救 急 件 数

令和８年　西区内の火災・救急概況(西消防署）

区分／年別 区分／年別

※5月中　合計1件　（建物火災：１件 ）
　・高島町二丁目（店舗）

火
災
種
別

主
な
内
容

焼損床面積(㎡） 連合町内会別火災発生状況

死   者 連合／年別

2026年度全国統一防火標語

※消防瓦版※

暑さに少しずつ体を慣らし、

熱中症を防ぎましょう。

日頃の予防と適切な判断

が、救急車の適正利用につ

ながります。

「あんしん救急」を意識

し、夏前に備えを確認しま

しょう。



令和８年度

家庭防災員研修
区分 内容 日時 受講方法・場所

防火研修 住宅防火対策、消火方法等
令和8年
８月１日(土)から
８月31日(月)まで

インターネット
(よこはま防災eパーク)

による受講

救急研修 応急手当

地震研修 地震の知識や対応方法等

風水害研修 風水害の知識や対応方法等

各種防災体験ツアー 地震体験、風水害体験等
令和８年９月19日（土）
9時30分～12時00分
（受付時間 9時15分～）

横浜市民防災センター
(神奈川区沢渡４－７)

救急の日
イベントへの参加
(希望者のみ)

消防署主催イベントに参加し
市民の方に広報等を実施

令和８年９月９日（水）
時間未定

場所未定（西区内）
(研修受講者には別途詳
細をメールにてお知らせ
いたします。)

１．研修内容

２．申し込み対象の方
・ 横浜市西区在住の方
・ 令和９年3月31日時点で15歳以上の方
※15歳未満の参加希望者は応相談

３.定員
先着30名

４．申し込み方法
電子申請（右記二次元コード）又は別紙申込書(西消防署HP参照)
に必要事項を ご記入のうえ、受付、郵送又はメールにてお申し込みください。

５．その他
研修の詳細については、決定次第、申込書にご記入いただいたメールアドレス
宛てに連絡いたします。

西消防署マスコットキャラクター
“にっしーパンダ”

いつやってくるか分からない火災や地震。

この研修で家庭や地域を守る知識を身に付けましょう！

ご参加お待ちしております！！

【お申込み先・お問合せ先】
〒220-0041
横浜市西区戸部本町５０−１１ 西消防署 総務・予防課 予防担当 宛
電話：０４５－３１３－０１１９
メール：sy-nishiyobou@city.yokohama.lg.jp
※ 申込締切 ： 令和８年７月３1日(金）17時15分

電子申請用
二次元コード

西区連会説明資料別紙

令和８年６月17日
西消防署総務・予防課



電話
番号

救急の日
イベントへの参加

(希望者のみ)

消防署主催イベントに参加し
市民の方に広報等を実施

令和８年９月９日時間未定
(研修受講者には別途詳細をメー
ルにてお知らせいたします。)

場所未定（西区内）

氏名
性別

風水害研修

内容

住宅防火対策、消火方法等

応急手当

メールアドレス

〒
住所

自治会町内会名

【令和８年度 家庭防災員研修 受講申込書】

西消防署マスコットキャラクター
にっしーパンダ

地震研修

受講方法・場所

インターネット
(よこはま防災eパーク)

による受講

横浜市民防災センター
(神奈川区沢渡４－７)

区分 日時

各種防災体験ツアー

令和８年

８月１日(土)から

８月31日(月)まで

令和８年９月19日（土）
　9時30分～12時00分

（受付時間 9時15分～）

防火研修

救急研修

地震の知識や対応方法等

風水害の知識や対応方法等

地震体験、風水害体験等

同意
事項

(□にチェック)

□ 当申込用紙に記入した情報が、お住いの自治会や
町内会へ 提供されることについて、同意します。

（※同意されなくても家庭防災員研修の受講は可能です）

※研修定員：先着30名
フリガナ

生年
月日

【お申込み先・お問合せ先】

〒２２０-００４１

横浜市西区戸部本町５０−１１

西消防署 総務・予防課 予防担当 宛

電話：０４５－３１３－０１１９

メール：sy-nishiyobou@city.yokohama.lg.jp













西区社協発第 56 号 

令和８年６月 17 日 

 

各自治会・町内会 

会長各位 

 

 社会福祉法人 

 横浜市西区社会福祉協議会 

 会長 西岡 茂 

 

 

「フードドライブ運動」のご案内 
 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃より本会事業へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。  

さて、標記のとおりフードドライブ運動（食料運動）を実施いたします。 

 フードドライブは、食材の有効活用に着目し、ご家庭や企業などで不要となった食

料を、必要とする団体などに配分する運動として市内においても様々な形で広がって

います。 

つきましては、お手数ですが、貴自治会・町内会内でのご周知にご協力のほどお願

い申し上げます。 

 

 

 

１．実施日時 ： 令和８年７月１日（水）～７月１５日（水） 

 

２．内容   ： 別紙のチラシをご参照ください  

 

３．送付物  ： フードドライブ ご案内チラシ  

 

 

 

 

 

横浜市西区社会福祉協議会  

担 当：冨村・佐藤 

ＴＥＬ：４５０－５００５ 

ＦＡＸ：４５１－３１３１ 

 



 

 

フードドライブ 
～余った食べ物をみんなの力に！～ 

 

       7 月・12 月の 
      1 日～15 日 

 

横浜市西区社会福祉協議会 
 

＜第 1 回＞7 月 1 日(水)～15 日（水) 

    令和８年度受付 

お米・油・カレールー甘口  

個包装のお菓子が人気です♪ 

 

平日・土曜は 10：00～20：00 

日曜・祝日は 10：00～16：00 までに 

西区社会福祉協議会までお持ちください。 
 

こんな食べ物をお待ちしています。 

・穀物(お米、麺類、小麦粉など) 

・乾物(海苔、煮干しなど) 

・インスタント食品、レトルト食品 

・お菓子 

・飲料(ジュース、コーヒー、お茶など) 

・保存食品(缶詰、瓶詰など) 

・調味料、食料油 

未開封で賞味期限が 2 か月以上あるもの 

常温で保存が可能なものをお願いします。 

酒類、生鮮食品はお預かりできません。 



 
受付日時は 
7月 1日(水)～15日(水) 

各施設開館時間となります 

 

 
ご協力いただける方は食べ物を 

西区社会福祉協議会までお持ちください 

 フクシア 
受付日時 

令和８年 7 月１日（水）～１５日（水） 

受付時間 １０：００～２０：００ 
 但、日曜・祝日は１６：００まで 

注 意 
事 項 

■車でお越しの場合は、お手数ですが事前にご連絡ください（☎045-450-5005） 

■宅配便等での持ち込みについては、お受け取りできません 

■不明な点などあれば、西区社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください 

社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会 
〒220-0011 横浜市西区高島 2-7-1 ファーストプレイス横浜３階 

TEL :045-450-5005 FAX: 045-451-3131 
お問合せ 

フクシアへのアクセス

受付場所のご案内 西区社会福祉協議会 
 

■各線 横浜駅下車 

横浜駅東口より 徒歩５分 

■市営バス 

高島町下車 徒歩３分 

■市営バス 

平沼１丁目下車 徒歩８分 

“モッタイナイ” を 

“ありがとう”へ 

その他の受付場所 
●藤棚地区センター（☎ 045-253-0388） 

●浅間コミュニティハウス（☎ 045-311-6085） 

●戸部コミュニティハウス（☎ 045-231-9865） 

●西前小学校コミュニティハウス（☎ 045-311-8043） 

●東小学校コミュニティハウス（☎ 045-263-1111） 

 
令和７年１２月のフードドライブでは７８５点の食品寄付が寄せられ、１０名の仕分けボランティアにご協力い

ただき、区内で「食」を必要とする３４団体に食品の配分を行いました。  

物価高騰等もあり、各家庭で余剰する「フードロス」は減少しているようにも思われます。 

お預かりした寄付が必要なところにつながるよう、引き続きフードドライブ運動へのご理解とご協力を 

お願いいたします。 

★寄付者の方へのありがとうメッセージ★ 

・インスタント味噌汁は配食のお弁当に入れたいと思います。サバ缶をつか

った新メニューを考案したいです。 

・皆さんの優しいお気持ちが子ども達のこころに響くのだと思います。フー

ドドライブを通じて、つながりを感じることがなによりありがたいです。 



「みみより広場」は高齢者の皆様に身近な福祉保健の情報をお届けするため平成15年７月から年４回発行しています。

みみより広場
発行・問い合わせ
福祉保健情報ニュース編集委員会
（西福祉保健センター・福祉保健課）
電 話：３２０－８４３７
ＦＡＸ：３２４－３７０３

西福祉保健センター 令和８年６月11日 第93号

６月を迎え、気温や湿度が変わる頃です。健やかに過ごすための情報をお届けします。

★ズッキーニの彩りサラダ★

今回ご紹介する「まちのお元気さん」は、浅間町にお住いの輿石英子（こしいし えいこ）さん。
今年で90歳を迎えます。

輿石さんは、平成22年から浅間台地域ケアプラザでボランティ
ア活動を始め、今年で16年。
ボランティア活動を始めたきっかけを伺うと、「定年後、退屈に

なったので何かはじめたいなと思った時、『ボランティア募集』の
チラシを見かけたから。」と笑顔でお話ししてくれました。
そんな輿石さん、若い頃は、大好きな舞台での活動を夢見て、劇

団四季にも所属していた元舞台女優！そのころは仲間と一緒に
舞台を作り上げる日々がとても楽しかったと仰います。
結婚を機に舞台でのお仕事を辞め、横浜に越してからは、歌舞

伎やミュージカルなど今も観劇を楽しむのが大きな喜びとなって
いるとのこと。
お元気の秘訣を尋ねると、「お食事」と即答されました。料理の

腕前はプロ級で、魚と野菜を中心にバランスの良いお食事を心掛
けているそうです。

これからも大好きな舞台を見るために、ボランティア活動は無理せず足腰を元気に、お過ごしください。
取材・記事：浅間台地域ケアプラザ

食感を楽しめる、簡単減塩サラダです！

♪いきいき健康レシピ♪

アーカイブはＷｅｂで

材料（２人分）

ズッキーニ 1本
にんじん １/２本
ハム 4枚

マヨネーズ 大さじ１
A レモン汁 小さじ１

こしょう              少々

～作り方～

① ズッキー二と人参をピーラーで薄く削る。
② ハムは半分にして１cm幅に切る。
③ ボウルに①と②を入れ、Aを入れてサッと

あえる。
④ 器に盛る。

☆レシピ紹介者：西区食生活等改善推進員
（ヘルスメイト）藤棚グループ



■熱中症は部屋の中でも発生します
部屋の中での死亡者のうち、

約９割はエアコンを
使っていなかった という
統計データがあります

（R2夏 東京都監察医務院データ）
温度や暑さ指を確認し、エアコン
を使いましょう

■涼しい場所・施設も活用しましょう

持病がある人は、医師の指示のもと治療し、体調管理をしましょう

はじめよう！

【この記事の担当】
暑い夏を乗り切る！熱中症予防…西福祉保健センター健康づくり係 ０４５－３２０－８４３９
暑い夏を乗り切る！食中毒予防…西福祉保健センター生活衛生課 ０４５－３２０－８４４２

暑い夏を乗り切る！熱中症予防

■のどの渇きを感じなくても、
こまめに水分補給しましょう
一日あたり1.2リットル

（コップ約６杯）が目安です

※医師の指示がある人はそれを
守りましょう

其
の
一

水
分
補
給

×６

■１日三食、栄養バランスのよい食事と
十分な睡眠を

■たんぱく質を食べて、筋肉量を保ちま
しょう

※医師の指示がある人はそれを守りま
しょう

■筋力を落とさないよう、家の中でも体を
動かしましょう
簡単な体操などがおすすめです

其
の
二

体
力
を
保
つ

其
の
四

エ
ア
コ
ン
を

上
手
に
使
う

其の三 持病の管理

■暑さを感じなくても温度が
上がっている場合があります
温度が上がったらエアコンを
つけるなど、注意しましょう

■クーラーの設定温度だけ
でなく、実際の温度を
温度計で確認しましょう

其
の
五

温
度
計
を
置
く

暑い夏を乗り切る！食中毒予防
料理の前 料理中 食べるとき

■手は石けんでよく
洗いましょう

■生の肉・魚と、生で
食べる野菜などは調
理器具を分けましょう

■中までしっかり
加熱しましょう

■作った料理は、早く食べましょう
■残った料理は、冷蔵しましょう
■時間が経ちすぎた料理は、
食べるのを控えましょう

10℃より低い 10℃～60℃ 60℃より高い

○菌が増えにくい 菌が増えやすい！ ○菌が増えにくい

保管温度と食中毒菌の関係
暑い部屋に

出しっぱなしは
あぶないよ！
早めに食べてね



 

 

 

 

 



 







 

自治会町内会長 各位 

市地防 第 179 号  

令和８年６月 12 日 

横浜市防犯のまちづくり推進条例の制定及び 

横浜市防犯のまちづくり推進プランの策定【情報提供】 

１ 趣旨 

  近年、犯罪件数の増加や犯罪手口の多様化・巧妙化などにより、市民の暮らしが

脅かされています。こうした中、誰もが安心して安全に暮らすことができる社会を 

実現するため、「横浜市防犯のまちづくり推進条例」を制定するとともに、本条例 

の目的を達成する基本計画として、「横浜市防犯のまちづくり推進プラン」を策定 

しましたのでご報告します。 

本プランの推進にあたっては、市民及び事業者の皆様のご協力を得ながら、警察

等の関係機関とも連携し、市役所一丸となって取り組んでまいりますので、今後も

より一層のご理解・ご協力をお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】プラン推進へのご協力をお願いいたします。 

【地区連長】地区連合定例会等での情報提供及びプラン推進へのご協力をお願い 

いたします。 

【単位会長】単位会長あてに資料を送付しますので、定例会等での情報提供及び 

プラン推進へのご協力をお願いいたします。 

３ 概要 

(1) 条例の概要

別紙１のとおり

(2) プランの概要

ア 位置づけ

条例の目的達成に向け、総合的かつ計画的に施策を推進するための基本計画

（条例第７条）となります。 

イ 主な取組

別紙２のとおり

(3) 条例及びプランの策定経緯

年月 事項 

令和８年１月 
市連会・区連会において、条例案骨子及びプラン素案に対するパブ

リックコメントの実施説明

令和８年１～２月 条例案骨子及びプラン素案に対するパブリックコメントの実施 

令和８年５～６月 市会第２回定例会で条例案審査及びプラン原案報告 

令和８年６月 12日 条例の公布及びプランの策定 

市連会６月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ６ 月 12 日 
市民局地域支援部地域防犯支援課

市民局地域防犯支援課 川口・蔦井

電話：045-671-3705

電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp



 
 

 

横浜市防犯のまちづくり推進条例について 

１ 概要 

目的 

防犯のまちづくりについて基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び

地域活動団体の役割を明らかにするとともに、防犯のまちづくりを総合的かつ計

画的に推進するための基本的な事項を定め、市民の安心及び安全の確保に資する

ことを目的とします。 

定義 

この条例において、防犯のまちづくりとは、市民等の防犯意識の啓発、犯罪の

発生しにくい社会環境の整備その他防犯に係る取組を、市、市民等及び関係機関

が協働し、連携して行うことをいいます。 

基本理念 

市及び市民等は、誰もが安心して安全に暮らすことができる社会を実現するた

め、次の事項を基本として防犯のまちづくりに取り組みます。 

① 市民の安心及び安全を脅かすおそれが、身近に潜んでいる可能性があること

を意識すること。 

② こども、高齢者その他防犯において特に配慮を要する者の安心及び安全の確

保に努めること。 

③ 市内各地域の実情を踏まえた防犯の取組を、活力のある地域社会の形成にも

資するよう総合的かつ継続的に推進すること。 

本市の責務 
国、神奈川県その他の関係機関と連携を図り、防犯のまちづくりに関する施策

を策定し、実施します。 

市民の役割 

自らが犯罪被害を受けることを防止するよう必要な対策に努めるとともに、他

の市民と支え合い、防犯のまちづくりに関する市及び関係機関の施策の実施に協

力するよう努めます。 

事業者及び地域

活動団体の役割 

事業又は活動を通じて、防犯のまちづくりに関する市及び関係機関の施策の実

施に協力するよう努めます。 

計画の策定 

市は条例の目的を達成するため、防犯のまちづくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための基本的な計画を策定します。また、計画を策定し、これ

を変更する場合は、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講じます。 

施策の推進 
市は個人情報の保護等に配慮しつつ、データの分析、デジタル技術の積極的な

活用等により、防犯のまちづくりに関する施策を推進します。 

 
２ 施行日 

  令和８年６月 12日（公布の日） 

別紙１ 



ビジョン３
誰もが防犯対策
の主役となる

まち

ビジョン２
スピード！×

データ活用による
防犯対策を
推進するまち

ビジョン１
ＤＸにより
防犯力が向上
するまち

安心を実感できる

安全を届ける

スマート防犯シティ横浜

３つのビジョンを柱に、
犯罪の未然防止と体感治安の

向上を図ります

１ 取組の全体像

＜推進取組＞
〇「こども・安全安心マップ」の活用
〇ＡＩ防犯カメラのモデル導入の
 検討

＜重点取組＞
 ■データ活用による
 特殊詐欺対策の強化
 ■防犯情報の迅速・効果的

 な発信
＜推進取組＞

〇対象者に合わせた防犯啓発
  ➤地域特性に応じた啓発
➤教育・福祉と連携した啓発
➤横浜市消費生活総合センター
 における相談情報の活用

〇「こども・安全安心マップ」の活用
（再掲）

＜重点取組＞
■「よこはま安心ボックス」
の設置支援

■地域防犯カメラの設置支援
■「ながら見守り」の強化
■「ハマパト」のモデル実施

＜推進取組＞
  〇地域防犯活動への支援
  〇環境美化活動を通じた防犯対策
  〇防犯の視点を取り入れた身近な
公共空間づくり

治安の良いまちだと思いますか
現状 ６６.８％

＜重点取組＞
■ＧＩＳマップを活用した
「暗がりの解消」 

■防犯灯を活用した地域の
見守り強化

横浜市防犯のまちづくり推進プラン概要

別紙２



■防犯灯を活用した地域の見守り強化

小学校周辺に防犯カメラ機能を備えた防犯灯を設置
するほか、位置情報が確認できるＩｏＴ※機能等を追
加した「スマート防犯灯」による見守りシステムのモ
デル事業の効果を検証し、地域の見守りの強化につな
げます。

＜重点取組＞

■ＧＩＳ※マップを活用した「暗がりの解消」 

これまでの地域からの要望に応えた設置に加え、市
が設置している防犯灯の位置情報をもとに、住宅地に
おける、周囲25ｍ以内に灯り（防犯灯）がない場所
（電柱）を、「暗がり」の可能性がある場所として
マップに可視化し、防犯灯の設置候補情報として活用
することで、効率的かつ計画的に「暗がり」の解消を
目指します。 

※「ＧＩＳ」･･･地図上に位置情報を持つデータを重ね合わせ、
 コンピュータで管理・分析・可視化する技術 

《ビジョン１》

《ビジョン２》
＜重点取組＞

■データ活用による特殊詐欺対策の強化

特殊詐欺の発生状況や手口など、警察等から提供される
データを活用し、市民への効果的な注意喚起を行います。
また、本市の各部署が日常業務で行う通知や周知の機会

を活用し、通知等の対象者に応じた防犯情報をあわせて届
けるなど、効率的・効果的に被害防止や犯罪の加担防止に
つなげます。

■防犯情報の迅速・効果的な発信

多様化する犯罪の発生情報や速やかな注意喚起を要する

防犯情報について、LINE等のSNSや防犯Ｅメールなど、即時
性の高い手段を活用して、スピーディーな周知を図ります。
また、様々な広報媒体を通じて、自らを守る防犯の取組

等を分かりやすく発信し、一人ひとりの防犯行動につなげ
ます。

防犯灯の位置情報を記載した
地図データ（イメージ） 暗がりのイメージ

※「ＩｏＴ」･･･機器をインターネットにつないで情報を把握する仕組み



＜重点取組＞

■「よこはま安心ボックス」の設置支援

ネット通販の普及等に伴い、宅配需要が高まる

中で、対面での受け取りへの不安や、盗難、個人

情報の流出等のリスクがあることを踏まえ、宅配

ボックスの設置費用を補助し、安心して荷物を受

け取れる環境づくりを進めます。また、再配達の

減少により、環境負荷の低減にもつなげます。

■地域防犯カメラの設置支援

自治会町内会への防犯カメラの設置補助を通じ

て、地域の防犯活動を支援し、地域主体の防犯力

向上を目指します。

《ビジョン３》

■「ながら見守り※」の強化

通勤・通学や買い物、散歩など、日常生活の中

での行動に防犯の視点を取り入れる「ながら見守

り」の取組を推進します。無理のない形で地域の

見守りを広げることで、地域の安心感の向上を図

ります。

■「ハマパト」のモデル実施

地域の自主パトロールが困難な時間帯に、青色

回転灯等を装備した車両による防犯パトロール

「ハマパト」をモデル実施し、有効性や運用上の

課題を整理します。モデル実施にあたっては、実

施結果を地域と共有するなどして、地域防犯対策

の強化につなげていきます。

※「ながら見守り」は、わんわんパトロールやランニングパトロールなどのほか、自治会町内会等で
行っている清掃活動など、身近な地域活動の中に防犯の視点を取り入れることで実践できる見守り
です。



令和８年９月４日（金）、29日（火）、10月27日（火）、11月20日（金）
12月22日（火）、令和９年１月８日（金）、２月12日（金）、３月５日（金）
午後１時３０分～４時

西区役所３階栄養相談室ほか

食生活・生活習慣病等の講話、運動講座、調理実習 等

無料

西区在住の方 20人（応募多数の場合は抽選）

申し込み・問合せ 締め切り８月２１日（金）

西区福祉保健センター健康づくり係（西区役所２階２５番窓口）

電話：045-320-8439 ＊平日9時から17時まで

FAX：045-324-3703（氏名、住所、電話番号を記入）

電子申請：右の二次元コードからお申込みください

地域で健康づくりをすすめるボランティアである、

ヘルスメイト(食生活等改善推進員)を養成する講座です。

食生活や健康づくりに興味のある方でしたらどなたでも（※）お申込みができます。

※原則全８回出席できる方

日時

内容

費用

会場

対象

（栄養のおはなし） （運動講座）

（調理実習）

美味しく
いただきます

地域の健康を支える

仲間になりませんか？

〈ヘルスメイト紹介〉

〈電子申請はこちら〉



自衛隊神奈川地方協力本部横浜中央募集案内所
横浜市中区山下町２５３－２
℡：045-662-9427
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